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【表紙】 

作者 / 寺島 圭史 （てらしま けいじ） 

（生活介護・自立訓練施設利用者） 

題名 「家族」 

 

寺島さんは、施設の絵画教室に通い始めて2

年目になります。人物画が得意で、包装紙の

デザインをしたり、1998年長野冬季五輪開

会式では雪ん子役に選ばれました。 

大切な家族を描いた作品です。色鮮やかな色

使いが家族の暖かさを感じさせます。 
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第１章 計画策定に当たって 
 

１ 計画策定の背景 

「障害者施策」は、乳幼児から高齢者に至るまで幅広い年齢層を対象とし、しかもそれぞれの障害

の内容や置かれた状況も多様であるため、障害者施策に対するニーズも多様化しています。 

また、障害者やその家族の意識は、確実に変わってきており、「より自分らしく生きたい」といっ

た意識が高まり、特に生活の質（ＱＯＬ）の向上に強い関心が寄せられています。同時に障害者の高

齢化や障害の重度化・重複化の傾向が進むとともに、介護者の高齢化も顕著となり、親亡き後への生

活不安も強くあります。このような社会の状況を踏まえ････ 

国では････平成 15年に「支援費制度」が施行 

⇒個人の尊厳を尊重し、自分らしい自立した生活を送ることができるよう社会で支えあ

う新たな枠組みを構築 

   ････平成 18年４月に「障害者自立支援法」が施行 

⇒「身体・知的・精神３つの障害福祉サービスの一元化」「地域福祉を実現」「費用を皆

で負担し、支えあう仕組みの強化」 

 

２ 計画策定の趣旨 

本市では、少子・高齢社会、情報化社会の進展、介護保険制度の開始等、障害者を取り巻く社会環

境が大きく変わる中で、障害者施策を長期的展望に立って総合的かつ計画的に進めていくことが求め

られ、平成13年度から平成22年度までの「第三次長野市障害者行動計画」を策定し、障害者の諸

施策を総合的、計画的に進めてきました。この間、支援費制度の導入、障害者基本法の改正、発達障

害者支援法、障害者自立支援法及びバリアフリー新法の施行、国連での障害者権利条約の採択や障害

者の地域生活への移行促進など、障害者や障害者福祉を取り巻く状況は、ますます大きな変革を遂げ

ています。そのため、このような変化に的確に対応して障害者施策を推進するため、長野市障害福祉

推進のためのアンケート調査を実施するとともに、計画策定部会、庁内策定会議、各障害者団体、障

害者施設等へのヒアリング調査を行い、様々な立場の市民の皆さんからの意見を参考にして、本計画

を策定するものです。 

 

３ 計画の位置付け 

本計画は、障害者基本法第９条第３項に基づく「市町村障害者計画」として長野市における障害者

施策の基本的な計画となるものです。 

また計画は、国の「障害者基本計画」や「重点施策実施５ヵ年計画」、長野県の「障害者プラン後

期計画」等の内容を十分に踏まえながら「第四次長野市総合計画」の具体的な部門別計画として位置

付け「長野市地域福祉計画」をはじめ各分野の関連計画と整合・調整を図りながら策定するものです。 

なお、障害福祉サービス及び地域支援事業のサービス見込み量、並びに円滑な実施（新体系への移

行）については、障害者自立支援法第８８条に基づく「市町村障害福祉計画」として平成２０年度に

策定した「第二期長野市障害福祉計画」において明らかにしています。 
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障害者施策をめぐる３つの新たな動き 

 

■ ①障害者自立支援法の施行 ■ 

 

 

障害者自立支援法は平成 18 年４月１日から施行され、10 月１日から法律に基づく具体的なサー

ビスの提供が実施されることになりました。 

この法律では、 

① これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスや公費負担医療等

について、共通の制度の下で市町村が一元的に提供する仕組みとなること 

② 障害者が持てる能力を発揮し「働ける社会」を目指すこと 

③ 全国どこにいても公平なサービス利用のための手続きや基準を透明化、明確化すること 

④ 増大する福祉サービス利用等の費用を皆で負担し、支え合う仕組みを強化すること 

などがポイントとしてあげられています。 

 

 

 

■ ②発達障害者支援法の施行 ■ 

 

 

発達障害は、症状の発現後、できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることから、発

達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにすると

ともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センタ

ーの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般

にわたる支援を図ることを目的に、平成17年４月より発達障害者支援法が施行されました。 

 

 

 

■ ③バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行） ■ 

 

 

「高齢者、障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（ハートビル法）

と、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（交通バ

リアフリー法）が廃止され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」として一

本化され、平成18年12月 20日から施行されています。 
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障害者をめぐる動き（年表） 

国内の動向（国・県・市） 

 

障害者福祉関連計画の動き 

 

年度  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                     

  支援費制度 自立支援法 (仮)障がい者総合福祉法 

     自立支援法の抜本的見直し 

    発達障害者支援法 

                    

  前期 後期 障害者基本計画 

                    

国 

     バリアフリー新法 

                     

  前期計画 後期計画 長野県障害者計画 

                    県 

     前期 後期 長野県障害福祉計画 

                     

 ３次総合計画基本構想           
市 

      ４次総合計画基本構想     

                     

 第３次障害者行動計画 障害者基本計画（10年間） 

     障害福祉計画 
市 

障害福祉課 
     １期 ２期 ３期 ４期 ５期（仮） 

                     

   第３次長野市高齢者福祉計画・第２期長野市介護保険事業計画 

      第４次長野市高齢者福祉計画・第３期長野市介護保険事業計画 

市 

高齢者福祉課 

介護保険課          第５次長野市高齢者福祉計画・第４期長野市介護保険事業計画 

                     

    長野市地域福祉計画           市 

厚生課           長野市地域福祉計画     

                     

    前期行動計画 長野市次世代育成支援計画 市 
保育家庭 
支援課          後期行動計画       
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第２章 計画の概要 
 

１ 基本理念 

 

ひとりひとりの個性を認め合い、すべての人の人権が尊重され、誰もが安心し 

笑顔で輝きながら、元気に暮らしていけるまちづくりを目指す。 

 

 

２ 計画の期間 

平成２３年度から平成３２年度までの１０年間とします。 

なお、平成２７年度には中間の見直しを行う予定です。 

 

３ 基本的視点 

計画の基本理念を実現するために、次のような基本的な視点に立ち、施策の充実を図ります。 

 

基本的視点 １ ひとりひとりの尊重 

地域生活においては、「障害者」という区分は存在せず、その人の置かれている状況や要望に応じ

て、必要とされているサービスは様々です。必要とする人にできる限り適切な支援が届くよう、ひと

りひとりの状況やその家族の状況の的確な把握に基づいた施策展開を図ります。 

 

 

基本的視点 ２ 地域生活移行の推進 

自立支援法に基づく障害福祉サービス、地域生活支援事業の充実した展開を図るとともに、保健・

医療や教育等とも連携した各種施策を推進し、地域生活移行の促進に努めます。 

 

 

基本的視点 ３ 地域で支えあう福祉の推進 

地域における福祉の推進には、当事者や事業者、行政のみならず、ボランティア等、様々な団体や

組織、そして市民の参画が不可欠です。地域で活動する様々な団体や組織、ひとりひとりの住民と協

働した施策展開に取り組みます。 
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４ 基本目標 

 

すべての人が自分らしく暮らしていけるまちづくりを目指して、次の六つを基本目標とします。 

 

 

① 権利・理解の促進 ～ともに生きる心を育むために～ 

すべての人が住みよい社会にするために、障害者理解の促進、障害者の権利擁護の推進及び 

成年後見制度の利用促進を図ります。 

 

② 相談・福祉サービスの充実 ～地域で自立するために～ 

障害者に対する相談支援体制の強化及び充実、障害福祉サービスの充実を図ります。 

 

③ くらしの充実 ～安心して生活するために～ 

障害者が安心して暮らしていける生活基盤の整備と生活の質が向上する社会参加の促進を図

ります。 

 

④ 教育・育成の充実 ～生きる力を育てるために～ 

ライフステージに応じた一貫した支援体制の構築、早期発見、早期療養による障害の軽減、 

教育的支援の充実を図ります。 

 

⑤ 就労・日中活動の充実 ～積極的に活動するために～ 

障害者の雇用機会の拡大に向けて、相談・実習体制の充実、雇用の場の開拓を図ります。また、

障害者の日中活動の充実や工賃アップのため、受託作業の安定化と販路の拡大を図ります。 

 

⑥ ユニバーサルデザインのまちづくり ～安心して活動できるために～ 

すべての人が安心して暮らしていけるように移動交通手段の充実、情報のバリアフリーの推進

等、ユニバーサルデザインの推進を図ります。 
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５ 進捗状況の点検・評価 

障害者基本計画は、福祉、保健・医療、教育、雇用、生活環境等幅広い分野にわたるため、長野市社会

福祉審議会障害者福祉専門分科会において、進捗状況を協議するとともに、障害者や福祉関係団体、民間

事業主等を含めた多くの関係者と連携を図りながら、総合的かつ効率的に計画を推進します。 

 

長野市障害者基本計画 

策定（推進）部会 

○連携による事業の推進  

○計画の進捗状況の確認・評価  ○計画の見直し など 

長野市障害者基本計画  

庁内策定（推進）会議 

○計画の進捗状況の確認・評価 

○計画の推進に対する意見・要望・提言      など 

長野市社会福祉審議会 

障害者福祉専門分科会 

○計画の進捗状況の確認・評価 

○事業所に対する意識啓発など市と連携した取り組みなど 

市民（当事者）・地域・事業所等 
○アンケート調査への回答 

○家庭・事業所等における主体的な取り組み    など 

 

 

 

計画の推進状況の成果指標 

成果指標については、アンケート結果から現況値が導き出せる項目を設定しています。 

以下の成果指標により計画の推進状況を把握し、施策に反映します。 

 

■基本目標１ 権利・理解の促進■ 

成果指標 内容 項目 
現況値
（H22） 

目標値
（H27） 

目標値設定の考え方 

権利擁護・ 

成年後見制度 
２５％ 

３０％ 
以上 権利擁護・ 

成年後見制度等の

市民の認知度 

権利擁護・成年後

見制度等を知って

いる市民の割合 障害者週間 

(12/3～12/9) 
１７％ 

２２％ 
以上 

障害者週間事業を充実さ

せることにより、権利擁

護・成年後見制度の周知を

図り、1年で１％以上の上

昇を見込み目標値をそれ

ぞれ 30％以上、22％以

上と設定した。 

 

成果指標 内容 
現況値
（H22） 

目標値 
（H２7） 

目標値設定の考え方 

障害に対する 

市民の理解度 

障害に対する市民の理解があると 

当事者が感じる割合 
39％ 

４４％ 
以上 

障害に対する市民の理解

があると感じる当事者の

割合を 1 年で 1％以上の

上昇を見込み、目標値を

44％以上と設定した。 

 



第１編 総論 
 

8 

 

■基本目標２ 相談・福祉サービスの充実■ 

成果指標 内容 
現況値
（H22） 

目標値 
（H２7） 

目標値設定の考え方 

障害者に対する 

相談体制の充実度 

困ったときの相談体制について満足し

ている当事者の割合 
３２％ 

３７％ 
以上 

困ったとき、当事者が相

談する場所又は相談体制

の充実度について、当事

者の満足している割合を

１年で 1％以上の上昇を

見込み、目標値を37％以

上と設定した。 

 

 

■基本目標３ くらしの充実■ 

成果指標 内容 項目 
現況値
（H22） 

目標値
（H27） 

目標値設定の考え方 

市民と障害者との

関わり 

直近の1年間に障

害者と一緒に活動

したことがある市

民の割合 

活動したことがある ２１％ 
２６％ 
以上 

ふれあいまつり開催事業

等を通じて市民と障害者

との交流の機会を提供し、

1 年で 1％以上の上昇を

見込み目標値を 26％以

上と設定した。 

 

成果指標 内容 
現況値
（H22） 

目標値 
（H２7） 

目標値設定の考え方 

障害者スポーツや

趣味等の余暇活動

への参加頻度 

スポーツ、レクレーション、趣味等の活

動をしている当事者の割合 
４２％ 

５０％ 
以上 

余暇活動へ参加している

当事者の割合が半数以上

になるよう障害者の社会

参加の促進を促す。 

 

 

■基本目標４ 教育・育成の充実■ 

成果指標 内容 
現況値
（H22） 

目標値 
（H２7） 

目標値設定の考え方 

障害児及び保護者

の学校での満足度 

学校では、能力や障害の状況にあった支

援がされていると感じている障害児及

び保護者の割合 
４４％ 

５０％ 
以上 

能力や障害の状況にあっ

た支援がされていると感

じている障害児及び保護

者の割合が半数以上にな

るよう目標値を 50％以

上と設定した。 
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■基本目標５ 就労・日中活動の充実■ 

成果指標 内容 障害種別 
現況値
（H22） 

目標値
（H27） 

目標値設定の考え方 

身体障害者 32％ 
37％ 
以上 

知的障害者 12％ 
17％ 
以上 

障害者の就労者数

の増加度 

現在の日中活動状

況について、一般

の会社で就労して

いる 60 歳未満の

当事者の割合 精神障害者 ９％ 
14％ 
以上 

一般の会社で就労してい

る 60 歳未満の当事者の

割合を 1 年で 1％以上の

上昇を見込み、目標値を設

定した。 

 

 

■基本目標６ ユニバーサルデザインのまちづくり■ 

成果指標 内容 項目 
現況値
（H22） 

目標値
（H27） 

目標値設定の考え方 

ユニバーサル 

デザイン 
３１％ 

３６％ 
以上 

ユニバーサル 

デザイン等の 

市民の認知度 

ユニバーサルデザ

イン等を知ってい

る市民の割合 
バリアフリー新法 ２３％ 

２８％ 
以上 

1 年で１％以上の上昇を

見込み目標値を設定し、ユ

ニバーサルデザインのま

ちづくりを理解してもら

うことを目指す。 

 

成果指標 内容 
現況値
（H22） 

目標値
（H27） 

目標値設定の考え方 

障害者のまちづく

りに対する満足度 

外出時に困ったり、不便に感じている当

事者の割合 
６９％ 

６４％ 
以下 

外出時に当事者が困った

り、不便に感じる割合を1

年で１％以上の減少を見

込み目標値を設定し、当

事者が満足するまちづく

りを目指す。 

【現況値の出典】「長野市障害福祉推進のためのアンケート調査結果」 

 

 

※ ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、身体的状況、国籍、言語、知識、経験などの違い

に関係なく、すべての人が使いこなすことのできる製品や環境などのデザインを目指す概念。 

 

※ バリアフリー新法とは、正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律」（平成 18年法律第 91号）、2006年（平成 18）6月成立、同 12月施行。それまで

あったいわゆるハートビル法（正称「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物

の建築の促進に関する法律」平成6年法律第44号）と交通バリアフリー法（正称「高齢者、

身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」平成 12 年法律

第68号）を統合した法律。 
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計画の体系 

長野市障害者基本計画 「笑顔と元気がいっぱい！幸せながのプラン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑
顔
で
輝
き
な
が
ら
、
元
気
に
暮
ら
し
て
い
け
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
。 

ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
性
を
認
め
合
い
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
誰
も
が
安
心
し 

１ 権利・理解の促進 ～ともに生きる心を育むために～ 

２ 相談・福祉サービスの充実 ～地域で自立するために～ 

５ 就労・日中活動の充実 ～積極的に活動するために～ 

（１）障害のある人の権利を守る 

（２）障害を理解する 

（２）福祉サービスの充実 

（３）教育的支援の充実 

６ ユニバーサルデザインのまちづくり ～安心して活動できるために～ 

（１）雇用機会の拡大に向けて 

（２）日中活動の充実 

（３）障害者の工賃アップ 

（１）ユニバーサルデザインの推進 

（２）障害者の地域生活の推進 

（３）コミュニケーション支援の充実 

４ 教育・育成の充実 ～生きる力を育てるために～ 

（１）生活基盤の整備 

（１）母子保健事業・早期療育体制の充実 

（２）社会参加のために 

（１）相談支援体制の促進 

（２）福祉サービスの充実 

３ くらしの充実 ～安心して生活するために～ 
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第１章 人口構造 

１ 長野市の人口 

①総人口の推移 

 

平成 22 年 10 月 1 日現在の本市の総人口は 388,526 人です。 

年齢構成 0～14 歳までの「年少人口」、15～64 歳までの「生産年齢人口」、65 歳以上の「老年人口」

の３区分では、老年人口が増加する中で、年少人口が減少しています。今後もこの傾向は進み、平

成 32 年には約３割が 65 歳以上になることが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 平成 12年、17年は国勢調査による人口、平成 22年は住民基本台帳に外国人登録を加えた数。 

   国勢調査は年齢不詳があるため、総数と内訳は一致しない。 

※２ 平成 27年、32年は長野市企画課の推計。 

 

 

(単位：人)

総人口

65歳以上

老年人口率

15～64歳

生産年齢人口率

0～14歳

年少人口率

42,545
11.7%

48,566
12.9%

54,300
14.0%

56,369
14.6%

59,035
15.2%

208,425
57.2%

219,389
58.4%

239,485
61.6%

244,991
63.4%

253,393
65.3%

113,543
31.1%

107,583
28.6%

94,741
24.4%

85,189
22.0%

75,440
19.4%

387,911 386,572 388,526
375,538

364,513

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年
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第２章 長野市の障害者の状況 

１ 身体障害者 

市内の身体障害者手帳の所持者から把握した身体障害者数は、平成 22 年 3 月 31 日現在 16,635 人

で、長野市の総人口の 4.29％を占めています。 

①年度別障害種類別数 

年度別に障害種類の状況をみると、下肢機能障害者と内部機能障害者数が増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 内部障害とは、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、象徴の各機能障害をいいます。 

※２ 聴覚障害には、平衡機能及び音声、言語、そしゃくの各機能障害が含まれます。 

 

②年度別等級別数 

平成 21 年度の等級別の状況をみると、１・２級の重度障害者が 6,700 人で全体の 40％を占めてい

ます。１級と３級、４級は年々増加傾向にあります。 

 

 

 

 

(単位：人)

内部機能障害者

下肢機能障害者

体幹機能障害者

視覚障害者

平成

聴覚障害者

上肢機能障害者

1,014 1,005 999 975 942 971

1,389 1,398 1,428 1,457 1,462 1,507

2,472 2,483 2,451 2,413 2,313 2,345

2,474 2,517 2,575 2,626 2,577 2,675

3,850 3,982 4,101 4,331 4,471 4,730

3,845 3,938 4,062 4,171 4,244
4,407

15,044 15,323 15,616
15,973 16,009

16,635

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

(単位：人)
(等級)

５級

３級

１級

平成

６級

４級

２級

3,929 3,988 4,095 4,225 4,369 4,434

2,364 2,364 2,367 2,321 2,228 2,266

3,039 3,140 3,233 3,372 3,360 3,613

3,569 3,686 3,788 3,918 3,953
4,134

1,229 1,228 1,213
1,229 1,197

1,224
914 917 920

908 902
964

15,044 15,323 15,616 15,973 16,009
16,635

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
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5,858

6,911
6,700

7,747

6,000

7,000

8,000

681
445

182

1,730

79 80123
5320 4249
197

136
9

10

6
9

7

8

2,188

0

1,000

2,000

1・2級 3・4級 5・6級

後天性疾患

先天性疾患

戦災

戦傷・戦病

その他の事故

労働災害

交通災害

 

③平成21年度年齢別等級別数 

年齢別にみると、６０歳以上の方が手帳保持者の８０％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④平成21年度原因別数 

原因別にみると、災害等の事故によるものが約 5％であるのに対して、疾患によるものが 90％以上

を占め、中でも後天性疾患が大きな割合を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 原因が重複している者もいるため、他表の合計とは異なります。 

1,041
2,034

403 409

1,064

467

843

1,939

2,008

1,007

431 373

469
521

71 157 70 49
675 752

1,533 1,421

3,872

8,035

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0～5歳 6～14歳 15～17歳 18～19歳 20～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～74歳 75歳～

(単位：人)

6級

5級

4級

3級

2級

1級
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２ 知的障害者 

市内の療育手帳の所持者から把握した知的障害児・者数は、平成 22 年 3 月 31 日現在 2,808 人で、

長野市の総人口の 0.72％を占めています。 

①年度別程度別数 

年度別の状況をみると、知的障害者は年々増加しています。また、程度別にみるといずれの程度も

ほぼ同じ割合で増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 児：知的障害児（18歳未満の者）、者：知的障害者（18歳以上の者） 

 

②平成21年度年齢別程度別数 

年齢別にみると、軽度、中度、重度の方とも２０歳～３９歳までの世代が全体の３５％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：人)

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

21年度

重度A1 中度B1中度A2 軽度B2

288

571

859

289

592

881

293

630

923

287

657

944

291

684

975

279

737

1,016

14

30

44

13

34

47

10

41

51

7

41

48

6

42

48

9

46

55

158

641

799

163

664

827

169

698

867

175

719

894

171

742

913

167

782

949

112

400

512

142

425

567

170

455

625

187

485

672

207

514

721

230

558

788

572

1,642

2,214

607

1,715

2,322

642

1,824

2,466

656

1,902

2,558

675

1,982

2,657

685

2,123

2,808

児

者

合計

児

者

合計

児

者

合計

児

者

合計

児

者

合計

児

者

合計

55

361

125 78

99

352

120
140

55 81

142

63

257

98
76

84
165

83

406

196
136

970

343
294

121
169

90

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0～5歳 6～14歳 15～17歳 18～19歳 20～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～74歳 75歳～

(単位：人)

重度 中度 軽度
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３ 精神障害者 

市内の精神障害者通院医療費公費負担の通院者数から把握した精神障害者数は、平成 22 年 3 月 31

日現在 5,289 人で、長野市の総人口の 1.36％を占めています。 

 

①年度別精神障害者通院医療費公費負担 

精神障害者通院医療費公費負担の平成 21 年度の通院者数は 4,801 人、新規分は 488 人となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②精神障害者保健福祉手帳年度別所持者数 

等級別の状況をみると、１級と２級がそれぞれ４割強を占めています。また、１級と２級は年々増

加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：人)

(等級)

３級

２級

平成

１級 336

549
685 737

846

701

704

761
800

832

197

158

222

395
213

1,234

1,411

1,668

1,891
1,932

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

3,936 3,981

4,801

273 332

4,986
4,494

476

437

488

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

(単位：人)

新規分

通院者数
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③年齢別等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数 

年齢別にみると、４０歳～６４歳までの世代が全体の５５％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 難病患者 

特定疾患治療研究事業医療費受給者数は、平成 21年 3 月 31 日現在 2,122 人で、人口の 0.55％を占

めています。 

①年度別患者数 

難病患者数は年々増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 48

59

1,777
1,873

2,122

0

20

40

60

80

100

平成19年度 平成20年度 平成21年度

○対象疾患数

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

●受給者数(人)

156

290

79

60

120

213

467

461

18

563

1,048

262

0

200

400

600

800

1,000

1,200

0～19歳 20～39歳 40～64歳 65歳以上

(単位：人)

3級

2級

1級
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②年度別重症患者認定者数 

平成 21 年度の重症患者認定者数は 181人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：人)

受給者数

179
168

181

1,777
1,873

2,122

19年度 20年度 21年度

重症患者
認定者数
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第 1 章 権利・理解の促進 ～ともに生きる心を育むために～ 

第 2 章 相談・福祉サービスの充実 ～地域で自立するために～ 

第 3 章 くらしの充実 ～安心して生活するために～ 

第 4 章 教育・育成の充実 ～生きる力を育てるために～ 

第 5 章 就労・日中活動の充実 ～積極的に活動するために～ 

第 6 章 ユニバーサルデザインのまちづくり ～安心して活動できるために～ 

 

通所施設の利用者さんの作品集 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポプラの会 お茶のみ交流会の様子 

長野市障害者スポーツ大会でのパン食い競争の様子 



 
 

 

 

 

 

第１章 権利・理解の促進  

～ともに生きる心を育むために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校での障害者理解のための学習会の様子 

小学校での障害理解のための授業の様子 
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第１節 障害のある人の権利を守る 

  

 現状と課題 

１ 当事者の要望を反映する手段の確保 

・当事者の要望や願いを伝える機会や手段が少なく、また、情報が全般的に不足しており、自己決

定を適切にすることが難しくなっています。特に施設で生活している当事者は情報の入手が困難

な状況にあります。 

・ピア・サポートの機会が少なく、当事者団体の活動へのサポートも不足しています。当事者・サポ

ーターの両面から活動の核となる人材を育成する必要性がありますが、まだ十分ではありません。 

２ 成年後見制度の浸透 

・成年後見制度の名称は浸透してきていますが、制度の詳細については、あまり知られていません。ま

た、支援をする側の体制や支援に繋げていく流れが出来上がっておらず、必要であっても支援が届い

ていない人もおり、実際の利用者はまだ少ない状態です。 

３ 選挙や行政への参加の推進 

・投票所がバリアフリーではなかったり、車いすで投票できる環境が整っていないなど、一部に障害

のある人が投票に行きづらい状況があります。また、市の選挙では音声朗読テープでの選挙公報は

用意されますが、要約などには法律の制限があり、現状では、誰にでも分かりやすい選挙公報を用

意するのは難しくなっています。 

・公共施設の建設や行政施策を策定する前に、当事者の意見を伝える機会や手段がまだ少なく、当事

者の願いが直接施策に反映されにくい状況となっています。 

４ 障害のある人への差別や虐待の禁止 

・平成 20 年に長野市障害ふくしネットけんり部会で行った障害差別に関するアンケートには、就労

先や学校、施設や地域の中で経験した差別や偏見、虐待の事例が寄せられており、障害のある人へ

の差別や偏見に関しての相談窓口や具体的な救済方法、差別を禁止する仕組みが必要とされていま

す。 

 

 今後の施策の方向性（10年後の目標） 

１ 当事者の要望を反映する手段の確保 

・当事者の要望を聞き入れ、スムーズに関係機関に繋いでいきます。また、行政や事業所以外の立場

で当事者の主張を代弁する役割を担う市民アドボケイトの育成や、当事者活動を支援する当事者活

動サポート員を配置していきます。 

・障害者相談支援専門員やケアプランナー、ケースワーカーにより生活全般にわたる相談支援体制の

充実強化を図ります。また、家族会等へは定例会や家族会等の主催するイベントへ参加し、支援を

継続していきます。 

・地域活動支援センターで当事者によりピア・カウンセラー、ピア・サポート活動を行っていますが、

その活動の場を広げていくために、ピア・サポーターの養成に向け研修会を実施していきます。 

 

※ピア・カウンセラーとは、同じ悩みや障害のある仲間の相談にのり、悩みや障害をその人自身で克

服できるように援助する人。 
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２ 成年後見制度の浸透 

・相談から後見人受任後の一貫した支援体制を構築し、要援護者の権利擁護を図る目的で、成年後見

支援センターを設置し、各事業者や行政等と連携を図りながら対応していきます。 

３ 選挙や行政への参加の推進 

・点字投票や代理投票、期日前投票などの制度について、ホームページでの広報の他にも、関係機関

や当事者団体等への説明会なども含めて広く周知することで、障害のある人が選挙により参加しや

すくなるよう努めます。また、選挙公報についても、音声朗読テープや点字版がより活用されるよ

う、広報を推進します。 

・公共施設の建設や行政施策策定の際には、障害当事者団体等が参画し、障害のある人の声が反映さ

れるような仕組み作りに取り組みます。 

４ 障害のある人への差別や虐待の禁止 

・障害のある人の権利擁護システムの構築のために、障害者権利擁護センターの設置が求められてお

り、障害者権利擁護センターの機能として、市民アドボケイトや障害福祉オンブズマンの活用、当

事者活動のサポートなどを実施していきます。 

・国の障害者権利条約批准や、国内法整備の状況、他県での条例制定などの動向を見ながら、長野市

として障害者差別を禁止する仕組み作りに取り組んでいきます。 

・障害差別の救済システムのあり方を明確にし、市民の方の意見を取り入れた中で障害のある人もな

い人も安心して暮らせるまちづくりを推進していきます。 

 

 主な事業 

区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 障害者相談支援 

（エンパワメント） 

・８ヶ所の相談支援事業所に委託をし、各相談支

援事業所の相談支援専門員及び当課ケースワー

カーにより福祉サービスの周知、利用の手続き

等の支援を行っています。また、家族会等への

支援として定例会への参加により相談等に対応

しています。 

障害福祉課 

継続 障害者相談支援 

（成年後見制度） 

・社会福祉協議会において「成年後見支援セン

ター」を設置し連携を図りながら対応をして

います。 

障害福祉課 

継続 生活支援あんしん事業 ・相談（きぼう相談）から各種支援（暮しのあん

しん・日常生活自立支援）を総合的に取り組ん

でいます。成年後見の移行についてが課題とな

ります。 

厚生課（社協） 

継続 民生・児童委員 

研修会の実施 

・成年後見制度利用促進のための広報や学習会の

実施、相談窓口の設置をしています。 
厚生課（社協） 

継続 説明会・研修会の実施 ・振り込め詐欺から成年後見に関する相談まで権

利擁護の視点から、説明会や研修会を実施して

います。周知や各機関との連携、役割分担を明

確にする必要があります。 

厚生課（社協） 
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 新規事業 

主な事業 事業の内容 担当課 

障害者権利擁護センター

の設置 

・障害者権利擁護センターを設置することで、権利擁護

相談窓口が設置されます。また、市民アドボケイトの

育成や障害福祉オンブズマンの設置について検討して

いきます。当事者活動のサポートについても積極的に

行っていきます。 

障害福祉課 

ピア・サポーター養成事業 ・当事者の悩みや主張を聞いたり、当事者活動を支援す

るピア・サポーターを養成していきます。 

・現在、地域活動支援センターにおいて、ピア・カウン

セラー、ピア・サポート、ピア・サポーターとして、

当事者による活動を行っていますが、今後は活動の場

を広げていきます。 

障害福祉課 

障害当事者のための選挙

についての説明会の実施 

・長野市障害ふくしネット当事者部会の主催により、選

挙管理委員会の職員等を講師として障害当事者を対象

とした説明会を実施し、点字投票や代理投票、期日前

投票などの制度を説明していきます。 

障害福祉課 

行政施策への障害当事者

参加システムの構築へ向

けた取り組み 

・バリアフリー新法を順守するとともに、公共施設の建

設時には障害福祉課及び関係課と協議並びに助言して

いきます。 

・審議会への障害者の参画率を向上させていきます。 

障害福祉課 

建築課 

共に暮らすまちづくり研

究会 

・障害のある人への権利擁護システム構築のため、障害

のある当事者及び支援者並びに一般市民が参加する会

の設立を目指し、障害のある人が、全ての権利が保障

され地域の中で安心して豊かな自立生活が送れるよう

な地域社会を目指していきます。 

障害福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※成年後見制度とは、判断能力（事理弁識能力）の不十分な者を保護するため、一定の場合に本人の

行為能力を制限するとともに、本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助ける

者を選任する制度である。 

※アドボケイトとは、障害者の権利擁護のための活動を行っている人々の事。 
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第２節 障害を理解する 

  

 現状と課題 

１ 共に地域で暮らすための意識の向上 

・身体障害者が公共施設等を利用するための設備が十分に整っておらず、また、整備されている設備

についても、当事者からすると使いにくいものもある状況です。 

・地域の人の目が気になり障害をオープンにできなかったり、障害があるという理由で地区の役職に

つけないことや、回覧板が回ってこない、また、障害者用駐車スペースへの健常者の車の駐車、グ

ループホームや障害者施設を建設する際に地域住民から反対があるなど、周囲の理解が不足してい

る状態にあります。 

２ 障害に対する理解の促進 

・「障害者」というものに負のイメージを持っている人や自分には関わりが無いと無関心な人が多く、

障害を理解しようとする人は少ない状態です。また、関心があっても、障害のある人への接し方や

関わり方が分からない人も多くいます。 

・現状では、障害のある人が、一般の集まりやサークル活動等に気軽に参加できていません。 

・障害のある人の人権を守るための啓発や、学校等の教育機関や行政機関での障害の理解に関する教

育が不十分な状態です。また、特別支援学級と通常の学級の関わりが十分とはいえず、障害のある

子どもと障害が無い子どもが交流する機会を多くする必要があります。 

・講義形式の人権同和研修は、受身のため、意識も薄れがちです。 

・様々な人権課題の中で障害のある人の人権についても重要な課題として、人権同和教育・啓発を進

めてきましたが、障害のある人に対する偏見・差別の事象は後を絶たない状況にあり、あらゆる機

会を捉え更なる研修・啓発を進める必要があります。 

 

 

障害のある人に対する市民の理解についてどのように感じていますか。 

（身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者）     （精神障害者保健福祉手帳所持者） 
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あなたが地域活動に参加する場合、問題となることは何ですか。（主なもの３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害当事者アンケート（平成 22年 4 月実施） 

 

 今後の施策の方向性（10年後の目標） 

１ 共に地域で暮らすための意識の向上 

・ハード面、ソフト面を合わせて、「障害のある人にやさしいお店」を長野市が表彰し、また、ホー

ムページにも掲載して、地域社会の関心や意識の向上を図ります。 

・住民自治協議会と連携し、年に１回以上は地域住民向けの障害理解の学習会を開催します。また、

相談支援専門員による、住民自治協議会・民生委員協議会への巡回訪問を継続していきます。 

・在宅の障害のある人が住みなれた地域で自立して、健康的で安定した生活が送れるよう社会参加に

向けた支援を継続し、地域社会との交流を図りながら障害のある人への理解を促進していきます。 

２ 障害に対する理解の促進 

・地域社会の様々な場面を取り上げ、障害のある人への理解を進めるために広報及びリーフレット作

成等の周知活動や、地域住民を対象とした障害体験ワークショップの開催、障害者週間期間中のイ

ベントや各種研修会等を行い、地域住民の障害のある人への理解の促進を推進していきます。 

・補助金の対象経費や目的を明確にし、事業内容やその効果を事前に審査するなど、より効果的で障

害のある人への理解が促進される事業に転換していきます。 

・個々の具体的なニーズや課題をケアプラン等から集約・整理し、施策フォーラムにきちんと提言で

きるように現行の障害ふくしネットの体制を見直します。 

・人権同和研修が形骸化しないよう、様々な研修において障害理解を進めるためのプログラムを組

み込み、参加型の研修とする等、意識啓発の徹底を図っていきます。 

・心身障害児親子交流保育事業は、他の児童ディサービス施設との交流も今後検討し、保育園児と通

所児童の交流を推進し、障害児親子交流体験は、保護者への周知を図り、利用を推進していきます。 

・地域、学校、職場等あらゆる機会を通じて人権同和教育・啓発を進め、様々な差別の解消に向けた

人権意識の高揚を図っていきます。 
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 主な事業 

区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 地域交流施設の開放 ・市南部には、長野市障害者施設ハーモニー桃の

郷があり、それぞれの地域の障害のある人が身

近に利用できるほか、中学校や他の障害者施設

に隣接しており、地域交流を通した障害のある

人への理解も促進しています。市北部には、長

野障害者総合施設いつわ苑が同様の役割を果た

しています。 

障害福祉課 

継続 障害者週間事業 ・毎年 12月 3日から 12月 9日までが障害者週間

となり、例年この期間にネットワークセミナー

を開催し障害のある人の福祉についての関心と

理解を深めてもらうよう周知しています。 

・また、障害者週間に併せ広報ながの 12 月 1 日号

で障害のある人への理解促進の啓発活動を行っ

ています。 

障害福祉課 

継続 ふれあいまつり開催事業 ・障害者の方と健常者の方が接して、心ふれあう

機会を増やすため、障害者の方と健常者の方が

協同して実行委員会を組織し、広く市民が参加

できるよう企画し開催していますが、参加収入、

広告収入等では賄えないため、開催資金の調達

に苦慮しているのが課題となっています。 

障害福祉課 

継続 社会活動支援事業 ・障害者団体が、障害理解、啓発活動を行うための

補助金を支出していますが、運営費と社会活動事

業の違いが不明確であるのが課題となっていま

す。 

障害福祉課 

継続 市民公益活動団体の支援 ・各種団体からの情報を収集し、機関紙やブログ

等で広く市民に発信しています。しかし、障害

者団体はプライバシーの関係もあり積極的に情

報発信しにくい面が課題となっています。 

市民活動 

支援課 

・あらゆる差別の根絶を願い、公民館事業として

人権同和教育研修・講演会等を開催し、地域に

おける人権意識の向上に努めています。参加さ

れる方は熱心に討議に加わるなど、人権意識や

支援についての意欲が高まっていますが、参加

者が少ない点が課題となっています。 

・地域、学校、企業等様々な機会を捉えた人権同

和教育・啓発を実施し、差別に立ち向かう人権

意識の高揚を図っています。地域における教

育・啓発の主体を担っていただく住民自治協議

会との連携・支援のあり方が今後の課題となっ

ています。 

人権同和政策課 

生涯学習課 

継続 人権同和教育研修・講演会 

・市職員の人権同和研修は、職場研修の必須研修

として全職員を対象に実施しているため、職場

全体での意識啓発に効果的な研修となっていま

す。また、階層別研修でも実施しており、さら

に、職員一人ひとりがあらゆる差別解消のため

に実践行動を起こせるよう、研修内容の充実を

図る必要があります。 

職員研修所 



第３編 各論 
 

28 

 

区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 心身障害児親子交流保育

事業 

・三輪学園、愛の樹園(長野・篠ノ井)へ通所して

いる児童が、交流保育園(柳町、寺尾、西部保育

園)と定期的に交流しています。 

保育家庭支援課 

継続 障害児親子交流体験 ・入園とならない障害児を対象として保護者同伴

で、受入れ可能な公立保育園において保育園児

との交流を行っています。 

保育家庭支援課 

継続 教育課程研究協議会 ・特別支援学校との学校間交流や、特別支援学級

児童生徒の交流及び共同学習の内容・方法を再

検討します。 

学校教育課 

 

 新規事業 

主な事業 事業の内容 担当課 

障害のある人にやさしい

まちづくり事業 

…長野市障害のある人に

やさしいお店大賞 

・障害のある人の利用に際して、ハード、ソフト両方の対

応がやさしいお店を、当事者や支援者からの意見を基に

決定し、長野市として表彰し、ホームページでも紹介し

ていきます。 

・障害者用駐車スペースの適切な運用についても検討して

いきます。 

障害福祉課 

障害のある人にやさしい

まちづくり事業 

…地域住民向けの学習会

の開催 

・住民自治協議会や、人権擁護委員、民生・児童委員と連

携し、地域住民向けの障害理解の学習会を開催していき

ます。 

障害福祉課 

障害理解に関するリーフ

レット作成 

・障害についての基礎的な知識を載せたリーフレットや、

障害のある人が地域生活を送る上でのさまざまな場面

における基本的な支援（簡単な手助け）についてのリ

ーフレットを作成し、関係機関に配布することで、障

害に対する理解を促進します。 

障害福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい祭でのステージ発表「車いすダンス」    障害についての基礎的な知識を載せた 
オネガイリーフレット 

 



 
 

 

 

 

 

第２章 相談・福祉サービスの充実  

～地域で自立するために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケアプランナー連絡会の研修の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談支援専門員による相談している様子 
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第１節 相談支援体制の促進 

１ 障害者ケアマネジメントの充実 

 現状と課題 

１ 障害者ケアマネジメントの充実 

・相談内容の多様化に対応した「障害者ケアマネジメント」の活用と普及で、個別支援会議やケアプ

ランの内容が充実しチーム支援が行えるようになりました。支援会議等から明らかになった地域課

題を共有し、新たな社会資源の改善・開発に繋げたくても、困難事例ほど具体的な解決策が見出せ

ないでいます。 

 

あなたは、生活上の悩みごとや心配ごとは誰に相談していますか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の困ったときの相談体制について、あなたはどのように感じていますか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害当事者アンケート（平成 22年 4 月実施） 
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 今後の施策の方向性（10年後の目標） 

１ 障害者ケアマネジメントの充実 

・相談支援専門員とケアプランナーの役割や業務の違いを明確にし、引き続き個別支援会議やケアプ

ランの内容充実に努めます。また、障害福祉課や障害ふくしネットが協働して相談支援専門員・ケ

アプランナー等のスキルアップ研修の定期的な開催、「ケアプランナー連絡会」の更なる充実を図

ります。 

・既存の制度、事業等について評価や反省、振り返りを行うべく、当事者や家族も含めた「評価委員

会」（仮称）を作り、適宜開催します。 

・長野市の枠を超えて、課題解決のための知識や技術、情報等を拡げるべく圏域や県単位での相談支

援のネットワーク(県自立支援協議会)体制の構築に向け協力します。また、長野市版事例集を作成

し、支援事業者間で成功事例・失敗事例・現在進行形事例等を共有して、課題解決の糸口にします。 

 

 主な事業 

区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 ケアプランナー研修事業 ・個別ケースにおいて、関係機関と連携して相談

支援やケアプランを作成します。具体的には、

相談支援の基本はチームアプローチという視点

に立って「福祉サービスの調整や支給方法」に

ついての基礎研修等を行います。 

障害福祉課 

継続 ケアプラン事例集の作成 ・ケアプランナー連絡会と相談支援専門員が協働

して、3 年毎に長野市版事例集を作成していき

ます。 

障害福祉課 

 

 新規事業 

主な事業 事業の内容 担当課 

障害者施策第三者評価事

業 

・障害施策の実施状況や課題等を整理し、利用者・家族・

関係機関にフィードバックする第三者評価事業を行い

ます。 

障害福祉課 

長野市相談支援専門員並

びにケアプランナースキ

ルアップ研修 

・個別支援会議に相談支援事業所をはじめ市内の関係機

関が必要に応じ参加し、各機関の責任や役割を明確に

しながら、長野市の相談支援ネットワーク作りに努め

ていきます。そのため、個別ケースから地域課題を抽

出し、課題解決へ向けて的確な報告ができるように相

談支援のスキルアップを図っていきます。 

障害福祉課 

 

 

※障害者ケアマネジメントとは、障害のある人自身がサービス提供者と調整するのが難しかったり、

自分自身の意思を伝えられなかったりすることによって、障害のある人の抱えている課題が解決さ

れないなどのさまざまな生活上の課題がある中で、自ら希望する生活を模索している障害のある人

に、ケア計画を作成し生活ニーズと社会資源を適切に結びつけてサービスを提供する方法です。 
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２ 身近に相談できる体制作り 

 現状と課題 

１ 身近に相談できる体制作り 

・相談支援専門員、障害福祉課、民生・児童委員等、相談窓口は多くありますが、当事者が気軽に相

談できる体制が十分取れない状況でもあります。 

・各ライフステージで行われている関係者による個別支援を、相談支援事業・ケアプラン作成事業・

サービス利用計画作成事業等で繋ぎ対応しています。 

２ 情報提供手段の確保 

・当事者活動に対しての補助金・助成金の情報や、小規模の活動団体の存在が分かりにくく、また、

長野市障害ふくしネットからの情報が、施設に所属していない障害当事者には届きにくくなってい

ます。 

・相談窓口の利用促進のため、相談支援専門員のチラシ等を作成し広報に努めていますが、障害特性

に応じた情報提供手段の確保が課題です。 

３ 地域での福祉・医療・保健の連携 

・介護保険法と障害者自立支援法等による制度の違いにより、サービスをコーディネートしにくい面

があります。 

・相談支援機関には多様な相談が寄せられており、ライフステージや障害に応じた、より専門的な知

識が求められ、病院・健康課（保健センター含む）・コーディネーター等との連携を更に深めてい

くことが必要とされています。 

４ ピア・カウンセリングの充実 

・障害者自立支援法の障害者相談支援事業の柱の一つとしてピア・カウンセリングが位置づけられて

います。長野市内では、毎年１回、身体障害者を中心にピア・カウンセリング講座を開催し、毎年

10 名余りの方の参加がありますが、当事者及び関係者へのピア・カウンセリングについての周知と

理解は十分とはいえない状態です。 

５ 地域への働きかけ 

・地域住民が障害のある人と関わりを持ちたいと思っていても、関わる機会が少ない状況にあります。 

６ 自立支援協議会の運営 

・ケア会議やケアマネ連絡会等で地域における福祉課題を収集し、長野市障害ふくしネットへ繋げる

等の解決策を検討していますが、地域課題を吸い上げる仕組みを再検討し、長期的視点に立った施

策提言が必要とされています。 

・専門部会等への参加事業所・参加者の意識向上を図り、地域・地域福祉との連携や教育・医療・保

健・労働等との連携による総合的な支援体制作りが必要です。 

 

 今後の施策の方向性（10年後の目標） 

１ 身近に相談できる体制作り 

・障害者相談支援専門員が様々な相談に対応し、関係機関と連携して、保健・医療・福祉・雇用・教育・

生活環境など、障害者の生活全般にわたる相談支援体制の充実を推進していきます。また、民生・

児童委員が地域の気軽な相談窓口としての機能を継続していきます。 

・分野間の垣根を越えるような研修会の定期的な実施、保健福祉部内のスムーズな連携が図れる体制

の整備、また、本人・家族等がどの年齢においても気軽に相談できる機関を整備していきます。 
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２ 情報提供手段の確保 

・幅広い当事者団体に補助金を有効に活用してもらうため、広報等を通じて周知していきます。 

・相談窓口をはじめ、福祉サービスや制度、当事者活動についての情報を、広報ながのや長野市障害

福祉サービスガイド及び長野市ホームページ、市政ラジオ番組など活用し、様々な障害特性に応じ

た方法で分かりやすく伝えていきます。また、相談窓口等の情報が集まる機関を明確にします。 

３ 地域での福祉・医療・保健の連携 

・多様な相談に対応するため、各相談機関の専門性の向上、また、ライフステージや障害に応じた医

療・保健の問題に的確に対応するため研修、ケア会議等を通して連携を更に深めていきます。 

・関係者間の連携強化、有機的なネットワークの構築、情報の共有化等、連続性のあるライフステー

ジに応じた相談支援体制の構築を図っていきます。また、子どもを担当する部のあり方等、庁内の

連携方法を研究し、子どもの健やかな成長のために必要な教育、保健、福祉、医療などの専門家が

連携した支援体制を構築します。 

４ ピア・カウンセリングの充実 

・ピア・カウンセリングを知る人の裾野を広げ、身近で仲間同士の相互支援ができるようにします。

また、ピア・カウンセラーの養成と、職業としての確立を図ります。 

・ピア・サポートセンターを設置し、地域のピア・サポート活動を支援したり、病院や施設、個人宅

にピア・カウンセラーの派遣を検討してきます。 

５ 地域への働きかけ 

・障害は特別のものではなく、誰にでも起こりうるものとして捉え、主体的に関わっていく地域作り

を進める上で、住民自治協議会をはじめ、地域の組織に積極的に働きかけていきます。 

６ 自立支援協議会の運営 

・利用者本人を中心として、家族・関係機関等が長野市とパートナーシップ関係の下に連携・協力

し、長野市の福祉行政の更なる底上げを行います。また、地域の関係者の自立支援協議会の目的

の共有を図り、参画しやすい専門部会づくりをしていきます。 

・地域の資源を掘り起こし、ニーズと繋げていくために、地域の課題を施策へ繋げる方法を見直し、

施策フォーラムの機能強化を行うほか、中立・公平性を確保する観点から、ふくしネット全体の振

り返り・見直しを行います。 

・相談支援事業者が制度やサービスの構築・改正などを含めた社会資源開発の中心的な役割を担い、

長野市障害ふくしネットを通じて今後も社会資源開発に向けた取り組み・施策提言をしていきます。 

 

※ピア・カウンセリングとは、障害について誰より良く知っているのは、障害のあるその人自身であ

り、「障害については障害のある人こそが専門家」という考えのもとに、障害のある人の相談には

障害のある人があたっていくことを言います。ピア・カウンセリングは、障害者が自己信頼を回復

し、他者との良好な関係を築き、地域で高い質の生活を送るために必須であり、生活の一部となっ

ています。 
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 主な事業 

区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 民生・児童委員研修の実施 ・民生・児童委員に対し、活動における心構えや対

応方法等について、年1回研修を行っています。 
厚生課 

継続 障害者相談支援 ・８ヶ所の相談支援事業所に委託をし、各相談支

援事業所の相談支援専門員により様々な相談に

対応し、相談者のニーズにあった情報提供に努

めています。 

障害福祉課 

継続 各課を超越した連携及び

研修会の実施 

・保健福祉部各課のスムーズな連携が図れるよう、

体制整備を進めていきます。 
障害福祉課 

継続 手話通訳者・要約筆記者・

パソコン要約筆記者派遣

事業 

継続 広報ながの／ホームペー

ジ 

継続 障害福祉サービスガイド

の発行 

・広く市民全体に情報が行き渡るように、広報な

がの、長野市ホームページでの情報発信を充実

させることで、より情報入手しやすくしていき

ます。また、サービスガイドについても発行部

数を増やし、誰もが気軽に入手できる仕組み作

りを行うとともに、当事者が分かりやすい情報

提供を行っていきます。 

障害福祉課 

継続 障害者余暇活動支援事業

補助金 

・障害があっても充実した生活を送るため、健康・

体力の維持や機能回復、心身のリフレッシュ等を

目的として余暇を過ごしたい当事者団体等に活

動事業費の一部を補助しています。１団体に 30

万円を上限に3年を限度として補助しています。 

障害福祉課 

継続 特別支援庁内連携会議 ・ライフステージの移行時期を繋ぐ個別の移行支

援会議をより活用できる体制を作る必要があ

ります。 

・各ライフステージを担う関係者との綿密な連携

と情報の共有が必要になります。 

障害福祉課 

保育家庭支援課 

健康課 

学校教育課 

継続 住民自治協議会との連携 ・地域の方々が主体的に関われるように、地域へ

の啓発・広報を行っていきます。 

・広報ながの等の活用を通して、障害理解の促進

を図っていきます。 

・「障害者週間」を周知するためイベント等を開催

します。 

障害福祉課 

継続 障害ふくしネットの 

機能強化 

・現状把握・分析を行い、ふくしネット全体の機

能の見直しを推進します。 
障害福祉課 

 



第２章 相談・福祉サービスの充実 
 

35 

 

 新規事業 

主な事業 事業の内容 担当課 

当事者活動支援事業 ・当事者活動の人的な支援をサポートする体制を構築しま

す。長野市出前講座のように当事者活動支援講座を、複

数回開催していきます。 

障害福祉課 

ピア・カウンセリング普及

事業 

・ピア・カウンセリングに関心を持ってもらうために、ど

んな障害でも参加できる内容で、ピア・カウンセリング

の基礎講座を開催し、ピア・カウンセリングの普及を図

っていきます。 

・スキルアップやスーパーバイザーの養成のため、ピア・

カウンセラー養成講座への補助を行います。 

・ピア・カウンセラーを配置した事業所への加算を検討し

ていきます。 

障害福祉課 

ピア・サポートセンター事

業 

・ピア・カウンセラーを職業としている人が、地域のピア・

サポート活動を支援します。また、病院や施設にピア・

カウンセラーを派遣し、希望があれば個人宅への訪問も

行っていきます。 

障害福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピア・カウンセラーによ る相談支援の様子     当事者団体の余暇活動の様子 
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第２節 福祉サービスの充実 

１ 福祉サービスの質の向上 

 現状と課題 

１ 福祉サービスの質の向上・資源開発 

・自立支援法成立にともない、三障害の一元化、在宅福祉・施設福祉サービス事業の再編がされまし

たが、それでもサービスに結びつかない方、既定のサービスに当てはまらない方がおり、依然とし

てサービス不足が課題となっています。障害の重度化・重複化によりサービス提供者側そのものの

支援体制が整わず支援体制の質が問われるなど、環境的不備の改善も求められています。 

・ケア会議やケアプラン審査会等で地域における福祉課題を収集・共通認識とし、長野市障害ふくし

ネットへ繋ぎ資源開発の検討などサービスの向上のための解決策が必要とされています。 

 

 今後の施策の方向性（10年後の目標） 

１ 福祉サービスの質の向上・資源開発 

・各障害に特化するような事業所職員の支援レベル向上のための研修をしていきます。また、事業展

開をしやすくするため、事業所への補助制度の充実をさらに図っていきます。 

・ニーズに合わせて多様な福祉サービスを選択できる幅を広げるための手段を確保します。 

・個々のニーズを地域の課題として捉え集約し、施策状況及びサービス提供状況を検証し、新しい制

度・支援へと繋げていく仕組みとして、機能を強化していきます。 

 

 主な事業 

区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 障害ふくしネットによる

提言 

・長野市障害ふくしネットの仕組みを充実させ、

個々のニーズが地域の課題として取り上げら

れ、ニーズに応えられ、事業所もサービスを提

供しやすくするための施策を提言していきま

す。 

障害福祉課 
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２ 福祉施設の充実 

 現状と課題 

１ 通所サービス 

・通う場所は徐々に増えていますが、本人にあった通所場所を見つけることが困難となっています。 

２ 居宅サービス 

・ヘルパー事業所では、身体障害者の排泄などについては、突発時の対応システムができていないた

め、事業所の人員が少なくなる土日・祝日は、対応できる事業者が見つかるまで、障害者本人が何

ヶ所も電話せざるを得ない状況となっています。 

３ 送迎（移送）サービス 

・外出時の公共交通機関の利用が不便であり、特に中山間地域ではその傾向が強くなっています。 

・移送サービスの制度も不足していますが、特定の対象者のみの交通施策は事業として成立が難しい

と考えられるため、新たな交通施策のモデルの検討が必要です。 

４ 移動支援 

・行動援護を行っている事業所が少ない状況です。 

５ 短期入所 

・生活をする場がなく一時的に１ヵ月～1 年ほどの利用が必要な際の受け入れが難しくなっており、

また、子どもが短期入所を利用できる施設が不足しています。 

・身近にショートスティの受け入れ先が少なく、また、急な場合のショートスティの受け入れ先も不

足しており、夜間の緊急時に対応できる体制が必要とされています。 

６ 施設入所 

・入所が必要な人がすぐに利用できない状況となっています。 

・施設から地域生活移行を進めていく際に、施設と地域の関係性を綿密にしていく必要があります。 

７ 障害児自立サポート事業・タイムケア 

・行動障害や医療的ケアが必要な利用希望者を受け入れできる事業所や、介護者である家族が、疾病

その他の理由により緊急に預かりが必要となる場合等に利用できる施設が不足しています。 

８ グループホーム／ケアホーム（ＧＨ/ＣＨ） 

・利用希望者がいても、現状では、グループホームやケアホームの開所が計画的に進んでいません。 

 



第３編 各論 
 

38 

 

あなたがほしい情報はどのような内容ですか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害当事者アンケート（平成 22年 4 月実施） 
 

 今後の施策の方向性（10年後の目標） 

１ 通所サービス 

・それぞれの事業所の特性を出し、個々の利用者の目的にあった通所サービスを提供していきます。

また、障害のある人が福祉サービスを利用する際のサービス選択の一助になるため、引き続き通所

施設ガイドブックの発行をしていきます。 

・障害のある人や支援者が必要とする長野市障害者福祉センターでの新たな講座を開拓するなど、社

会情勢や環境の変化に対応した講座の開催を進めるとともに、参加者の固定化を解消していきます。 

２ 居宅サービス 

・居宅介護事業所の研修を行い、障害のある人の居宅介護に関われる事業所を増やしていきます。ま

た、突発時の対応、特に排泄の対応は人間の尊厳に関わることであり、人間らしく暮らしていける

ためのしくみ作りを推進します。 

・補助犬の理解や啓発を図り、利用者の支援を継続していきます。 

３ 送迎（移送）サービス 

・障害のある人が、行きたい時に行きたい場所に移動できる手段を保障するための制度や体制を整備

していきます。 

・障害のある人が日常的に利用できるようなオンデマンド交通システムを目指します。 

・サービスとサービスを繋げる物、人（物理的環境）の整備をしていきます。 

・福祉自動車運行事業は、利用目的の拡大について、住民自治協議会と連携を図りながら調査・研究

し、引き続き事業の推進を図ります。 

 

※オンデマンド交通とは、利用者の要求（デマンド）を満たすようにフレキシブルに運行するシステ

ムで、よりドア to ドアに近づけることができ、利用者がいなければ運行はされないため、“空気

を運ぶ”無駄を省くことができる。 

0
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そ
の
他

と
く
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な
い

無
回
答

(％) 身体障害者手帳所持者

療育手帳所持者

精神障害者保健福祉手帳所持者
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４ 移動支援 

・事業所への働きかけを行い、行動援護事業所を増やしていきます。また、ガイドヘルパー（視覚障

害者移動支援従事者）の利用実績を分析しながら、必要人数のガイドヘルパーの養成を促進します。 

５ 短期入所 

・医療機関の協力を得て、行政と民間事業所が共同で夜間対応のための(仮)ケアセンターを設置し、

夜間の緊急時に対応します。 

・入所施設の受け入れの整備と、地域で短期入所を行える施設を増やしていきます。その他、短期入

所とは別に緊急時受け入れ体制を充実します。 

６ 施設入所 

・地域の中での入所施設の役割を検討し、入所が必要な人が利用しやすくしていきます。 

７ 障害児自立サポート事業・タイムケア 

・市内全域に受け入れできる事業所を増やしていきます。また、発達障害や医療ケアを必要とする利

用者について、障害者施設や個人の協力を得ながら受け入れ体制を整えていきます。 

８ グループホーム／ケアホーム（ＧＨ/ＣＨ） 

・利用希望者の要望を把握し、グループホーム・ケアホームの整備を計画的に行っていきます。また、

その際に市営住宅の活用も検討します。 

 

 主な事業 

区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 障害者福祉センター管理

運営 

・管理運営を指定管理者に委託し、障害のある人

に必要な各種講座、訓練事業を行い、障害のあ

る人の社会参加を促進していますが、対象者が

固定化しているのが課題です。 

障害福祉課 

継続 障害者福祉施設整備費補助

金 

・障害者自立支援法により日中活動の場となった障

害福祉サービス事業の施設整備補助を行い、整備

を図っています。 

障害福祉課 

継続 通所施設ガイドブックの

発行 

・障害のある人が通所サービスを利用するときの

選択の一助となるため、市内の通所施設にアン

ケート形式で協力を依頼し、それをまとめたもの

が通所施設ガイドブックで長野市障害ふくしネ

ットしごと部会Ⅰで毎年発行しています。 

障害福祉課 

継続 補助犬に関する事業 ・補助犬を使用する訓練を受ける場合に要する交

通費を助成します。 

・補助犬の飼育費を助成します。 

・補助犬の同伴や使用に関する苦情や相談に対応

します。 

障害福祉課 

継続 訪問理容・美容サービス事

業 

・寝たきり高齢者等や重度身体障害者が、自宅に

おいて散髪等を受けることができ、心身のリフ

レッシュと介護者の負担軽減を図っています。 

障害福祉課 

高齢者福祉課 
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区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 福祉自動車運行事業 ・身体等の手帳所持者に対し地区住民自治協議会

と連携して福祉自動車の運行を実施し、通院や

リハビリ等の外出の支援を行っています。 

現状は、利用目的が限定的なものであり、かつ

住民が主体となり行っている住民福祉活動であ

ることから、移送サービスの不足の課題に対し

て断片的にしか対応できていません。 

厚生課（社協） 

継続 障害者タクシー利用券交

付事業 

・重度障害者にタクシー利用券を交付し、社会参

加及び病院への通院等による健康管理を促進し

ています。また、移動手段の一助として、障害

のある人の社会参加の促進を図っています。 

障害福祉課 

継続 リフト付きバス運行事業 ・一般の公共交通機関を利用することが困難な重

度障害者の生活圏を広げ、また、移動交通手段

の一助として、障害のある人の社会参加の促進

を図っています。 

障害福祉課 

継続 ガイドヘルパー養成 ・ガイドヘルパーは、視覚障害者の外出の機会を

確保し、自立を促しています。 
障害福祉課 

継続 施設入所事業 ・入所施設の利用理由を明確にしつつ、個別支援

計画が形骸化しないよう、計画を具体的に実行

します。そのため、サービス管理者と関係機関

の役割分担、フォロー体制までチーム支援を基

本とし、施設がケースを丸抱えしないようにし

ます。 

障害福祉課 

継続 障害児自立サポート事業 ・放課後や休日の一時預かりにより介護者の介護

負担軽減を図るとともに、外出サポートや放課

後休日サポートにより自立と社会参加を支援し

ています。 

障害福祉課 

継続 タイムケア事業 

（介護者拡大） 

・登録された事業所や個人が障害のある人を一時

預かりにより介護し、介護者の介護負担軽減を

図っています。 

・サービス事業所と連携し、タイムケア介護者の

確保に努めます。また、サービスの一層の周知

を図っていきます。 

障害福祉課 

継続 障害者福祉施設整備費補

助金 

・障害者自立支援法により、日中活動の場となっ

た障害福祉サービス事業の施設整備補助を行い

整備を図っています。 

・また、グループホーム利用希望で利用できてい

ない人数を明らかにし、計画的なグループホー

ムの整備を行っていきます。 

障害福祉課 

継続 ケアホーム介護人配置事

業補助金 

・地域での生活を望む重度の知的障害者が共同で

生活することができるようにするため、社会福

祉法人等が運営するケアホームにおいて介護人

を配置した経費に対し補助を行なっています。 

障害福祉課 

継続 グループホーム 

（市営住宅） 

・平成 22 年度現在 2 箇所でグループホームを実

施しています。 

（小市団地：ほっとらいふ小市ホーム、犀南団

地：さいなみほ～む） 

公募を経ない目的外使用であり、事業者の申し

出と市営住宅の利用状況との調整が必要であ

り、計画的な運用が必要となっています。 

住宅課 
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 新規事業 

主な事業 事業の内容 担当課 

居宅介護緊急時対応 ・事業所のネットワーク化、または輪番制で当番センタ

ーを作り、緊急時に対応できる体制の仕組み作りを行

います。 

障害福祉課 

緊急時ショートスティ ・短期入所とは別に緊急時支援事業として位置づけが必

要です。また、緊急時の判断基準と利用可能施設の選

定が課題となっています。 

障害福祉課 

ナイトケア事業 ・行政と民間事業所が共同で夜間の緊急時対応を行うた

め、(仮)ケアセンターの設置に向け協議していきます。 
障害福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重度障害者の方の移動交通手段の一助となっているリフト付きバス 
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第３章 くらしの充実  

～安心して生活するために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野市障害者スポーツ大会での 

障害者シンクロナイズドスイミング発表会の様子 

車いすマラソン大会 迫力のスタート風景 
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第１節 生活基盤の整備 

１ 住まいの充実 

 現状と課題 

１ 住まいの充実 

・現在のグループホームやケアホームはバリアフリー化されておらず、高齢化に対応した設備になっ

ていません。また、住居を借りる際に保証人が必要となり、保証人がいない場合、自立した生活の

ための住まいを確保できない状態です。 

 

現在の生活の場所（寝起きしている場所）はどこですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、これからの生活をどのように送りたいとお考えですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害当事者アンケート（平成 22年 4 月実施） 

92.4

79.4

82.2

6.5

4.3

11.1

7.8 4.3

2.6

0.9

2.3

2.5

0.5

0.8

1.2

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者手帳
　　　　所持者

療育手帳所持者

精神障害者保健
福祉手帳所持者

自宅 入所施設等 グループホーム・ケアホーム 病院に入院中 その他 無回答

62.7

45.8

49.1

6.9

19.1

21.8

7.0 4.3

4.5

5.7

3.9

9.5 7.3

8.4

4.7

1.3

0.8

3.5

10.0

10.7

13.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者手帳
　　　　所持者

療育手帳所持者

精神障害者保健
福祉手帳所持者

自宅で家族や親族と暮らしたい ひとりで暮らしたい

グループホームやケアホームで暮らしたい 福祉施設で暮らしたい

その他 わからない

無回答
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 今後の施策の方向性（10年後の目標） 

１ 住まいの充実 

・現在あるグループホーム、ケアホームについては、設置している法人等が積極的にバリアフリー化

を図るとともに、市においても整備のための助成制度の活用を促進します。 

・車いす用等住宅の整備は、老朽化した市営住宅の建替推進実施により戸数の増加を目指します。障

害者や高齢者等に配慮し、対応できる空き住宅は、引き続き優先入居として募集し、空いている市

営住宅については、引き続きグループホームへの活用を図ります。 

・住宅相談事業をより一層周知し、気軽に相談できるような窓口としてサービスの徹底を図ります。 

 

 主な事業 

区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 身体障害者住宅整備補助

事業 

・身体障害者の在宅での生活を継続するために必

要な住宅の改修費用を補助しています。 

・障害者本人や介護者の経済的な負担を軽減する

ことができています。 

障害福祉課 

継続 障害者福祉施設整備費補

助金 

・障害福祉計画に基づいたグループホーム、ケア

ホームの整備について、法人からの申請により

補助金を交付しています。 

障害福祉課 

継続 車いす用等住宅の整備 

市営住宅の 

入居募集（優先住居） 

市営住宅の 

グループホーム活用 

・市営住宅団地内に車いす対応住宅または、バリ

アフリー住宅を整備します。 

・障害者や高齢者世帯の空き住宅が確保された場

合は、毎回、優先入居として募集をします。 

・長野市の空いている市営住宅をグループホーム

として活用していきます。 

住宅課 

継続 住宅相談 ・住宅の新築・増改築・リフォーム・耐震改修・

バリアフリー化などに関する技術的な相談を受

け付けていますが、相談件数が伸びていないの

が現状であり、今後は相談に関するケアの充実

を図ることが課題となっています。 

住宅課 

継続 福祉住宅建設資金融資 ・高齢者又は身体障害者等の方が、新築又は増改

築等をされる場合、建築資金融資制度がありま

す。現在、民間金融機関の住宅建設資金融資の

貸付利率が長野市より低いため、利用件数が少

ないのが現状です。今後、融資制度の検討が課

題となっています。 

住宅課 

 

 

 

 

 

 

バリアフリーに配慮された市営住宅の栗田身障団地 
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２ 健康づくりの充実 

 現状と課題 

１ 健康づくりの充実 

・障害者の健康管理等を充実する必要がありますが、障害者の体の機能の維持（機能低下予防）に対

する医療的支援が不足している状況です。また、健康管理など医療機関との連携も不足しています。 

 

 今後の施策の方向性（10年後の目標） 

１ 健康づくりの充実 

・障害者個人の特徴に応じて、医療機関・保健師・管理栄養士・作業療法士（ＯＴ）・理学療法士    

（ＰＴ）などと連携し定期的な訓練や健康相談、情報提供をしていきます。 

・障害者健康診断の対象者を拡大し、医師による訪問健診及び歯周疾患健診の実施について検討します。 

・障害のある人も含め、市民のがん等の疾病の早期発見・早期治療につなげるため、受診者の利便性に配

慮した検診体制を整備し、受診率の向上を図ります。また、生活習慣病予防や健康づくりに関して、正

しい知識の普及と健康習慣の実践を図るため、保健師・管理栄養士・歯科衛生士・作業療法士（ＯＴ）・

理学療法士（ＰＴ）・が健康教育を実施し、生活習慣病の予防と食育の推進を図っていきます。 

・福祉医療費給付事業は、制度の趣旨を踏まえ、継続的かつ経済的負担の大きい市民を中心に、とも

に支えあい、将来にわたり持続可能なものとします。 

 

 主な事業 

区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 健康相談事業の継続 ・障害特性に応じ、医療機関、保健師、管理栄養

士、作業療法士、理学療法士等と連携し、健康

相談を実施しています。 

健康課 

継続 胃がん、子宮がん、乳がん、

肺がん、大腸がん、前立腺

がん、肝炎ウィルス検診、

骨粗しょう症検診、歯周疾

患検診 

・各種がん検診（胃がん、子宮がん、乳がん、肺

がん、大腸がん、前立腺がん）を実施し、がん

の早期発見、早期治療に努めています。また、

肝炎ウィルス検診、骨粗しょう症検診（節目年

齢のみ）、歯周疾患検診（節目年齢のみ）を実施

し、疾病の正しい知識の普及と予防に努めてい

ます。 

健康課 

継続 各種健康教室、栄養・運動

指導、骨の健康づくり、む

せ予防教室等 

・障害のある方も含め、生活習慣病予防や健康づ

くり、歯の健康等に関して、正しい知識の普及

と健康習慣の実践を図るため、各種健康教室や

講座を開催しています。 

健康課 

継続 訪問保健指導、 

個別健康相談 

・健康に不安や心配がある場合など、必要に応じて、

保健師、管理栄養士、作業療法士（ＯＴ）、理学

療法士（ＰＴ）等が保健センターや家庭訪問等

で相談に応じています。 

健康課 

継続 精神保健相談、 

難病医療・生活相談 

・医療・保健に関する相談のほか、相談者のニー

ズにあった情報提供に努めています。 
健康課 

継続 障害者健康診査事業 ・国保特定検診の対象にならない 18歳以上 40 歳

未満の在宅の重度身体障害者を対象に健康診査

を実施しています。 

障害福祉課 
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区分 主な事業 事業の内容及び課題 担当課 

継続 長野市国保特定検診 

後期高齢者検診 

特定保健指導 

・平成 20 年度から市町村が実施していた市民健康

診査にかわり、保険者がメタボリックシンドロ

ームに着目した特定健康診査を実施することに

なり、本市では、40歳以上の長野市国民健康保

険及び後期高齢者医療制度加入者を対象に実施

しています。また、特定健診の一環として人間

ドック・脳ドックの補助制度を実施しています。

なお、特定健診の結果による対象者に生活習慣

の改善を図るための特定保健指導を実施してい

ます。 

国民健康保険課 

継続 補装具費支給事業 ・障害の内容や程度により、補聴器・義肢・車い

す・電動車いす等の補装具の購入又は修理が必

要と認めた場合に補装具費の支給をしていま

す。定率 1割負担ですが、世帯の所得に応じて

負担上限額が設定されています。（生活保護世

帯、市町村民税非課税世帯は０円、課税世帯は

37,200 円） 

障害福祉課 

継続 福祉医療費給付事業 ・広報ながのや市ホームページでの告知や本庁・

支所の窓口を使い、市民に制度の周知を図り、

充分な活用がされています。 

厚生課 
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３ 所得の保障 

 現状と課題 

【所得保障の充実】 

・障害者の高齢化にともない、就労系サービスから生活介護へ移行することにより工賃収入が見込め

ず、年金収入だけでは充実した生活を送ることが難しい状況になると予想されます。積極的な広報

活動等により、障害者に対する年金制度及び各種手当による所得保障について、積極的に周知する

必要があります。 

 

今後、市が取り組むべき施策として、何が重要だと思いますか。（主なもの３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害当事者アンケート（平成 22年 4 月実施） 

 

 今後の施策の方向性（10年後の目標） 

【所得保障の充実】 

・障害者の生活水準の向上に応じた年金や手当てが受けられるよう国等へ要望していきます。その他、

障害者に対する外出経費や医療費等の各種助成制度の充実を図ります。 
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